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 林野火災に対する空中消火のため自衛隊に災害派遣を要請 

 しました 
 

 

 秩父市内における林野火災発生事案について、速やかに消火を行う必要があるため、

県から自衛隊に対して、下記のとおり自衛隊法第８３条第１項の規定に基づく災害派

遣を要請しました。 

 

● 要請の内容 

１ 要請日時 

  令和８年２月６日（金曜日）１０時３０分 

 

２ 派遣区域 

  秩父市浦山付近 

 

３ 活動内容 

  林野火災に対する空中消火支援 

 

４ 派遣期間 

  令和８年２月６日（金曜日）１０時３０分から空中消火活動が終

了するまで 

 

５ 派遣を要請する事由 

  延焼地域は急峻な地域であり、地上部隊の運用が困難な状況であ

り、令和８年２月６日（金曜日）午前９時以降、空中消火部隊とし

て、埼玉県、東京消防庁、横浜市消防局の防災ヘリに加え、山梨県

防災ヘリの増援も受け、合計４機の防災ヘリで空中消火を行ってい

るところ、本火災の更なる延焼を確実に防止するため 

 

 

令和８年２月６日 

災害即応室広報班 
直通 048-830-8261 

内線 8261 
E-mail: a8170-01@pref.saitama.lg.jp 

 



2/2 

（参考） 

林野火災の状況 

 

１ 概要 

（１）発生日時   令和８年２月４日（水曜日） 

    

（２）覚知日時   令和８年２月４日（水曜日）１５時４８分 

    

２ 出火場所 

  秩父市浦山地内 

  

３ 出火原因 

  調査中 

  

４ 被害状況 

（１）人的被害 

   １名（軽症） 

 

（２）林野被害 

   約４００，０００平方メートル 

 

（３）建物被害 

   なし 

 

５ 県の対応 

 ２月４日 １７時１５分に危機管理防災部に情報連絡室を設置し、 

      情報収集を開始。 

 ２月６日 １０時３０分に情報連絡室から災害即応室に対応を切替。 


